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	（奨学金の休止、停止、打切り）
	第９条　奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、理事長は奨学金の休止、停止または打切りを決定することができる。

	（奨学金の返還請求）
	第10条 前条の規定により奨学金の打切りを決定した事案について特に悪質と認められる場合で、下記事情のいずれかがある場合、理事長は選考委員会の決議を経て、支給した奨学金の一部または全部の返還を求めることができる。
	２　既に奨学金の給付を満了した奨学生について前条の事実が発覚した場合、理事長は選考委
	員会の決議を経て、支給した奨学金の一部または全部の返還を求めることができる。
	３　本条の規定により奨学金の返還を求めることとなった場合、返還に要する振込手数料は奨
	学生負担とする。



